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○高橋（千）委員	 福島県の病院協会、双葉郡の四病院、私的四病院など、被

災した病院が協議会を開催して、東電への損害賠償を求めてまいりました。そ

れで、賠償金の課税措置をしないでほしいと。これはもちろん、病院だけでは

なく、農協や商工団体も強く求めているところなんですけれども。 
	 特に、警戒区域の四病院は、今、二つ休止していて、二つは仕事はできてい

ません、当然避難していますので。だけれども、雇用は維持しているんですね。

そういう中で、賠償金をもらいました。その半分が退職金に回りました。つま

り、解雇せざるを得なかったからです。四分の一が負債の返済に回り、一四％

が税金に回ったそうであります。 
	 ですから、今は休止をしていますので、賠償金以外に収入がないわけですよ

ね。でも、再開したいと思って頑張っている人たちが、結局、税金を取られて、

退職金ほとんど切られちゃったよ、これはないでしょうということを訴えてい

るんです。いかがですか。 
 
○山口副大臣	 お答えをさせていただきます。 
	 今先生お話しの東京電力が支払う賠償金につきましては、避難生活等による

精神的損害にかかわる賠償金等、大半のものが非課税になっておる、もう御案

内のとおりでありますが、営業損害のうち、減収分に対して支払いを受けるも

のにつきましては課税の対象になっております。 
	 これは、被災がなかった場合には本来課税対象となるべき収入にかわる性質

を持つものでありますので、一つには、他の民間企業が支払う損害賠償金の課

税関係との均衡、あるいは、被災者であっても事業継続や転業、転職によって

収入を得ている方との均衡等を踏まえて、課税の特例を設けておりません。 
	 しかしながら、今後の被災者に対する税制上のさまざまな支援に関しまして

は、被災地における実態を十分踏まえながら、また引き続いて検討はしていき

たいと思っております。 


